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広報しょうわ　お知らせ版　No.023 (1)

肥培・水管理・雑草防除
【水稲】あぜ道指導会の開催について

　今年の水稲の生育状況、今後の管理について
金山普及所よりご説明します。
（金山普及所 小森 秀雄先生よりご説明頂きます）

月日時間 7月 13日（月）
午前9:00～9:50 松山（上新田地内）

午前10:00～10:50 野尻
（コミュニティーセンター前）

午前11:00～11:50 中向（公民館前）

午後1:30～2:20 下中津川
（ライスセンター前）

午後2:30～3:20 小中津川（気多神社前）
月日時間 7月 14日（火）

午前9:00～9:50 佐倉（区長事務所前）
午前10:00～10:50 喰丸（喰丸小）
午前11:00～11:50 両原 (持石地内）
午後1:30～2:20大芦（大芦管理センター前）
午後3:00～3:50 小野川（改善センター前）

※どの地区でも参加可能ですので、都合の悪い
場合は他地区の会場にご参加下さい。
主催：福島県 会津坂下農業普及所 金山普及所
共催：昭和村産業建設課産業係
　　　ＪＡ会津よつば 昭和営農経済センター

　問 産業係 ☎ 57-2117

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
イベント・事業等の中止等について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、次のイベント・事業は中止・延期となり
ますので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

7/5 河川クリーンアップ作戦 中止

7/18 からむし織の里フェア 中止

7/18-19 喰丸小芸術祭 中止

7/28-30 総合健診 中止

7-8月 草加市自然教室受け入れ 中止

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
　 ご確認ください。

周知

周知

下昭和地区のみなさまへ
空き缶の回収日程の変更について

　都合により下昭和地区（松山～下中津川）の
空き缶の収集日を下記のとおり変更いたします
のでお間違えの無いようお願いいたします。

変更後 変更前

7月 11日（土） 7月 25日 (土 )

ご不明な点は下記担当へお問い合わせください。
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知

マイナンバーカードで最大 5,000円
分のポイントがもらえます！

　令和 2年 9月から開始する国の事業で、①マ
イナンバーカードを取得し、②マイナポイント
の設定をし、③民間キャッシュレス決済と紐付
けを行った方は、一定額を前払い等した方に対
して、国がポイントを付与します（最大 5,000
円分）。
　各種キャッシュレス決済を利用している方で、
マイナンバーカードを持っていない方は、この
機会にぜひお申し込みください。
　すでにカードをお持ちの方への「キャッシュレ
ス決済との紐付け設定支援」も行っております。
　申込等ご希望の方は、住民係へお気軽にご相
談下さい。
　問 総務課　住民係 ☎ 57-2115

周知
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「子宮がん施設 (病院 )検診」のご案内

　会津管内の指定医療機関での子宮がん施設検
診を実施します。

＜対象者＞
　1．子宮頸がん施設検診：２０歳以上の女性
　2．子宮体がん施設検診：
　　  下記(ア)(イ)(ウ)のいずれかに該当する方

（ア）５０歳以上の方
（イ）閉経以後の方
（ウ）未妊婦であって月経不規則な方
※最近６か月以内に不正性器出血のあった方
で医師が必要と認めた場合（不正性器出血
とは、生理以外の出血、閉経以後の出血、
おりものがピンクまたは茶褐色のような場
合をいいます。）

＜実施期間＞
令和 2年 8月 1日～令和 3年 2月 25日まで
（医療機関によって期間が異なります）

＜検診料金＞
子宮頸がん検診：500円
子宮体がん検診：500円
(当日医療機関にお支払いください。)
(生活保護世帯の方及び無料クーポン券対象の
方は無料となります。

＜受診方法＞
①申込書を保健福祉課まで提出ください。
申し込み締め切り：令和 2年 7月 14日 (火 )
②後日、受診票を送付いたします。
③指定医療機関一覧表より、各自希望の指定
医療機関に予約して検査を受けます。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

公共交通体系見直しのための
交通量調査員を公募します

　村では、今年度冬期間の「昭和村南会津生活
バス」の実証運行の他、公共交通体系の見直し
のための各種調査を実施します。
　つきましては、以下のとおり交通量調査の実
施にあたり、調査にご協力いただける方を募集
します。
1．募集人員　6名 (原則：1箇所 1名 )
2．調査概要
　村内 6地点における平日及び休日の交通量・
通行方向の調査をして頂きます。
　（調査予定箇所）
　・昭和村大字松山地内
　・昭和村大字佐倉地内
　・昭和村大字喰丸地内
　・昭和村大字両原地内
　・昭和村大字大芦地内
　・昭和村大字小野川地内

3．調査実施時期・時間
　8月、10月、12月の各月 2日 (平日・休日 )
　午前 7時から午後 7時まで (12時間調査 )
　※計 6回の調査に従事していただきます。
4．賃金
　平日：11,908円 /回、休日：14,839円 /回
5．応募方法
　お電話または、お知らせ版別紙の申込用紙
に必要事項を記入の上、ご応募ください。
※全 6回すべての調査に従事できる方のみご
応募をお願いいたします。
※応募者多数の場合には、抽選とさせて頂きます。

6．応募締切　7月 13日 (月 )　午後 5時
7．その他
　調査方法の詳細など、ご不明な点は、総務
課までお問い合わせください。
　なお、食事等はご自身でご準備をお願いい
たします。

　問 総務課　総務企画係 ☎ 57-2111

募集募集
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診療所からのお知らせ

　直近の診療日をご案内いたします。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は必ずマスクを着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
まずお電話でご相談ください。（57-2255）

○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス

7月 2日 (木 ) 〇 〇 松山～野尻

　3日 (金 ) ○ 〇 大芦

6日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　7日 (火 ) ○ ○ 上昭和

　  8日 (水 ) 検査日 ○

　  9日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  10日 (金 ) ○ 〇 大芦

13日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　14日 (火 ) ○ ○ 上昭和

　  15日 (水 ) 検査日 ○

　  16日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  17日 (金 ) ○ 〇 大芦

○  内科午前の診療は送迎バス利用者が優先とな
りますので予めご了承ください。
※一般受付１番から３番程度（当日の状況に　
よる）までは先着順の診療となります。

○  内科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30 (受付 11:15まで )
　  午後　14:00～ 16:00 (受付 16:00まで )
○  歯科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30
　  午後　13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
　 ご確認ください。

第3回狩猟免許試験(わな猟免許)のご案内

　有害鳥獣による農作物等への被害防止または
軽減のため、わな猟免許を取得し捕獲作業を実
施しましょう。
【受験資格】福島県内に住所を有する 18歳以上の方
★受験を希望する方は、事前に産業建設課産
業係にご相談ください。

申込みに必要な書類（狩猟免許申請書や医師
の診断書等）作成の説明をいたします。
※産業係において申込みに必要な書類を準備
しておりますが、福島県自然保護課のホーム
ページでも確認できます。

★狩猟免許試験日程（福島県主催）

開 催 日 令和 2年 9月 13日 (日 )

場 所 霊山中央公民館

免許種類 わ　な

受付期間
令和 2年 7月 13日 (月 )
　　　 ～ 8月 14日 (金 )
（郵送又は持参）

★第3回狩猟免許試験初心者講習会(県猟友会主催)
新型コロナウイルス感染防止対策のため受講
人数に制限があります。受講を希望する方は
お早めにご連絡ください。
（7月 13日から受付開始ですが、当日で定数
に達する見込みのため、産業係で一括して予
約します。受講料の納付等は受講者対応とな
ります。）
★新規狩猟者育成事業
わな猟免許取得に伴う費用の一部を助成しま
すのでご相談ください。

　問 産業係 ☎  57-2117

周知
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募集 小中津川村営住宅入居者募集
　次のとおり、小中津川村営住宅の入居者を公
募しますので、入居を希望される方は、期日ま
でに役場産業建設課建設係までお申し込みくだ
さい。
1.入居募集戸数　1戸（2号棟 202号室）
　 昭和村大字小中津川字石仏 1842番地
2.住宅の構造等　平成 26年度建築
　鉄骨造 2階建　床面積　25.8㎡
3.家賃及び敷金等
　家賃　月額 17,000円
　敷金　51,000円
　共益費（共同管理分）は別途徴収とする。
4.入居予定日　令和 2年 8月 1日（土）
5.入居者の資格
(1)自ら居住するため住居を必要とする者で、年
間所得額が単身者にあっては 61万 2千円以
上であること。（ただし、同居人、扶養親族
等がある場合は村長の定める基準額以上）

(2)村長の定める基準額に満たない者は、入居開
始後、所得の上昇が見込まれる者。

(3)村内に住所又は勤務場所を有する者で、村税
等の税滞納をしていない者。

6.入居申込必要書類
(1)住宅入居申込書（用紙は役場産業建設課建設
係にあります。）

(2)所得証明書
　本人及び入居予定同居親族（婚約者を含む）
について、市町村長発行の前年の所得証明書。
15歳以上全員とし、学生は在学証明書とする。
　前年の所得証明書の発行が受けられない場
合にあっては、給与所得者については、前年
の源泉徴収票と前々年の所得証明書。事業所
得者等については、前年の確定申告書等所得
の収支を記載した明細書と前々年の所得証明
書とする。

(3)市町村長が発行する入居予定者全員の納税証
明書

(4)入居予定者全員の住民票

7.申込締切日
令和 2年 7月 10日（金）※正午必着

8.入居者の選考方法
　　入居の申し込みを受理した戸数が募集戸数
を超える場合は、次に該当する者のうちから
入居者を決定する。
　　ただし、これによりがたい場合は、公開抽
選により入居者を決定する。
　　なお、今回の入居募集について、応募者が
募集戸数に満たなかった場合は、随時受け付
けます。

(1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は
保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある
住宅に居住している者。

(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受
けている者、又は住宅がないため親族と同居
することができない者。

(3)住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との
関係から衛生上又は道徳上不適当な居住状態
にある者。

(4)正当な事由による立退の要求を受け、適当な
立退先がないため困窮している者。

(5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の
地に居住を余儀なくされている者、又は、収
入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀
なくされている者。

(6)住宅に困窮していることが明らかな者。

　問 産業建設課 建設係 ☎ 57-2123
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募集 村営住宅(戸建て)入居者募集
　次のとおり、村営住宅（一戸建て住宅）の入
居者を公募しますので、入居を希望される方は、
期日までに役場産業建設課建設係までお申し込
みください。
1.入居募集戸数　1戸（3号棟）
　 昭和村大字下中津川字住吉 1番地
2.住宅の構造等　平成 5年度建築
　木造平屋建　床面積　84.96㎡
3.家賃及び敷金等
　家賃　入居者の収入による異なります。
　敷金　家賃の 3ヵ月分
4.入居予定日　令和 2年 8月 1日（土）
5.入居者の資格
(1)現に同居し又は同居しようとする親族（婚約
者等を含む。）がある方。ただし、単身者にあっ
ては公営住宅法令又は村営住宅管理条例（以
下「法令等」という。）に定める特別な事由
に該当する方。

(2)村内に住所又は勤務場所を有する者で、村税
等の税滞納をしていない者。

(3)現に住宅に困窮していることが明らかな方。
(4)入居者収入基準
扶養等控除後の入居世帯員の合計所得額が月額

15万 8千円以下の方。ただし、入居者が 60
歳以上でかつ、同居者のいずれもが 60歳以
上又は 18歳未満の方である場合等「法令等」
に定める特別な事由に該当する方について
は、月額 21万 4千円以下である方。 

6.入居申込必要書類
(1)住宅入居申込書（用紙は役場産業建設課建設
係にあります。）

(2)所得証明書
　本人及び入居予定同居親族（婚約者を含む）
について、市町村長発行の前年の所得証明書。
15歳以上全員とし、学生は在学証明書とする。
　ただし、前年の所得証明書の発行が受けら
れない場合にあっては、給与所得者について
は、前年の源泉徴収票と前々年の所得証明書。
事業所得者等については、前年の確定申告書
等所得の収支を記載した明細書と前々年の所
得証明書とする。

(3)市町村長が発行する入居予定者全員の納税証
明書

(4)入居予定者全員の住民票

7.申込締切日
令和 2年 7月 10日（金）※正午必着

8.入居者の選考方法
　　入居の申し込みを受理した戸数が募集戸数
を超える場合は、次に該当する者のうちから
入居者を決定する。
　　ただし、これによりがたい場合は、公開抽
選により入居者を決定する。
　　なお、今回の入居募集について、応募者が
募集戸数に満たなかった場合は、随時受け付
けます。

(1)住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は
保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある
住宅に居住している者。

(2)他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受
けている者、又は住宅がないため親族と同居
することができない者。

(3)住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との
関係から衛生上又は道徳上不適当な居住状態
にある者。

(4)正当な事由による立退の要求を受け、適当な
立退先がないため困窮している者。

(5)住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の
地に居住を余儀なくされている者、又は、収
入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀
なくされている者。

(6)住宅に困窮していることが明らかな者。

　問 産業建設課 建設係 ☎ 57-2123
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、

「
こ
れ
か
ら
も
、
昭
和
。
」

～
昭
和
を
活
か
す
・
昭
和
に
生
き
る
～

を
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
宣
言
し
ま
し
た
。

時 代
地 名

昭 和

か
ら
む
し
織
。
そ
れ
は
昭
和
村
の
象
徴
の
ひ
と
つ
。

か
す
み
草
。
そ
れ
は
昭
和
の
中
頃
に
始
ま
り
、
今
や
村
を
代
表
す
る
農
産
物
。

手
仕
事
。
そ
れ
は
地
に
足
の
着
い
た
昭
和
の
暮
ら
し
方
を
今
に
伝
え
る
も
の
。

喰
丸
小
。
そ
れ
は
昭
和
の
小
学
校
を
象
徴
す
る
木
造
校
舎
。

ト
タ
ン
屋
根
の
古
民
家
が
連
な
る
街
並
み
。
そ
れ
は
懐
か
し
い
昭
和
時
代
の
風
景
。

か
ま
く
ら
。
虫
取
り
。
川
遊
び
。
わ
き
水
。
盆
踊
り
。
歳
ノ
神
。

…
ど
れ
も
昭
和
村
ら
し
さ
を
か
た
ち
作
る
も
の
、
「
昭
和
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

「
昭
和
」
時
代
の
暮
ら
し
や
風
景
が
残
っ
て
い
る

地
域
は
、
ま
だ
全
国
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

で
も
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
な
か
で
、
地
名
に

「
昭
和
」
を
持
つ
の
は
、
わ
が
昭
和
村
だ
け
で
す
。

●
「
昭
和
」
の
２
文
字
に
、
昭
和
村
ら
し
さ
が
集
約
さ
れ
る

観
光
客
と
村
と
の
関
わ
り
に
は
、
５
つ
の
段
階
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

1.
発
見
⇒

2.
体
験
⇒

3.
交
流
（
⇒

4.
関
係
⇒

5.
移
住
）

※
観
光
事
業
の
範
囲
は

1.～
3.
に
あ
た
る

こ
れ
ま
で
の
観
光
事
業
は
、
昭
和
村
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
う
「
発
見
」
の

た
め
の
イ
ベ
ン
ト
に
、
や
や
偏
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
昭
和
村
ら
し
さ
の
「
体
験
」
や
、
村
民
と
の
「
交
流
」
の

機
会
を
増
や
し
、
交
流
人
口
・
関
係
人
口
の
増
加
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

●
「
発
見
」
か
ら
、
「
体
験
」
「
交
流
」
へ

限
ら
れ
た
資
源
（
人
材
、
予
算
）
を
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
、
観
光
ビ
ジ
ョ
ン

の
考
え
方
に
沿
わ
な
い
事
業
は
思
い
切
っ
て
見
直
し
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
て

い
き
ま
す
。

●
事
業
の
見
直
し
と
、
新
し
い
こ
と
へ
の
挑
戦

で
は
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
か
。

そ
れ
は
「
そ
こ
に
し
か
な
い
も
の
」
の
提
供
、

言
い
換
え
れ
ば
「
昭
和
村
に
し
か
な
い
も
の
」
の
提
供
で
す
。

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度
か
ら
始
ま
る
、
村
の
第
６
次
振
興
計
画
に
合
わ
せ
る
形
で
、

「
観
光
事
業
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
“昭

和
村
が
提
供
す
る
観
光
”が

ど
ん
な
も
の
な
の
か
を
表
す
、

「
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
」
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

令
和
３
年
度
～
７
年
度

「
観
光
事
業
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
各
団
体
（
村
・
観
光
協
会
・
振
興
公
社
）

に
お
い
て
、
年
度
ご
と
の
具
体
的
な
事
業
実
施
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
各
事
業
に
お
い
て
「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
（
想
定
す
る
客
層
）
」
、

「
個
別
コ
ン
セ
プ
ト
」
を
定
め
た
う
え
で
、
事
業
内
容
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

●
事
業
計
画
と
進
め
方

（
令
和
２
年
６
月
作
成
）

よ
り
詳
し
い
資
料
も
ご
ざ
い
ま
す
。

昭
和
村
観
光
協
会
ま
た
は
村
役
場
観
光
交
流
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。





　お申し込み一覧

子宮がん施設 (病院 )検診申込書　 ▼　保健福祉課 (FAX 57-2649)

氏名 年齢 希望の検診（いずれかに○をしてください） 個人情報
取扱確認

子宮頸がん検診
子宮体がん検診

 
住所

昭和村大字

番地

※　検診の実施にあたり必要な内容について検診実施機関に提出することについてご承諾ください。
　　検診に関する個人情報は、昭和村個人情報保護条例を遵守して取り扱います。
　　個人情報の取り扱いについてご承諾いただける場合は、上記「取扱確認欄」に○印をご記入くだ
さい。同意いただけない場合は、お申し込みいただけません。

交通量調査員応募用紙　 ▼　総務課 総務企画係 (FAX 57-3044)

お名前

ご連絡先

調査希望箇所
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